
 

令和８年度（２０２６年度）熊本市公立保育所調理従事者等の検体回収及び 

検便検査業務委託仕様書 

 

１ 業 務 名  令和８年度（２０２６年度）熊本市公立保育所調理従事者等の検体回収及び 

検便検査業務 

２ 業務の目的 熊本市立保育園において安全・安心な給食提供を行うため、「社会福祉施設等における 

衛生管理の徹底について」及び「大量調理施設衛生管理マニュアル」（厚生労働省通知）

に基づき、検便検査による調理従事者等の衛生管理を行うもの。 

３ 履行場所  熊本市立本荘保育園外１８園及び熊本市役所保育幼稚園課 

        （詳細は別紙１「令和８年度（２０２６年度）予定検体数等一覧」のとおり） 

４ 契約期間  令和 8 年（２０２６年）４月１日から令和９年（２０２７年）３月３１日まで 

５ 契約方法  条件付き一般競争入札による単価契約 

６ 業務内容  検体回収及び検便検査業務（履行場所から検体を回収し、検査、報告する。） 

７ 予定件数  細菌検査     ２１４件／月×１２ヶ月＝２，５６８件 

        ノロウイルス検査 ２１４件／月× ６ヵ月＝１，２８４件  

                 （見込みであり、検体数を確約するものではない） 

８ 回収方法等 

（１） 受託者は、一人あたり月１回検査を行うよう、毎月の検査実施日を決定する。 

（２） 検体回収日は委託者と協議して決定する。 

（３） 検体回収は、受託者が対象施設を訪問し行うが、やむを得ない場合は、検査対象者が受託者に

検体を郵送する。この場合における郵送料等は受託者が負担する。 

（４） 検体は検査までの期間を十分考慮し、検査に支障をきたさないような採便管を使用すること。 

９ 検査項目及び検査方法  

   受託者は、検体回収後、受託者の検査場所において検査を行う。 

（１） 赤痢菌、サルモネラ菌 

      直接分離培養検査、菌種同定検査（血清学的、生物学的検査） 

（２） 腸管出血性大腸菌 

   ア 直接分離培養検査、菌種同定検査（血清学的、生物学的検査） 

   イ 直接分離培養には、Ｏ―１５７選択培地と大腸菌の発育を妨げない培地の２種類を使用す

ること。 

   ウ 分離培地からの釣菌は、疑わしいコロニーを１枚の分離培地につき５個以上拾うこと。 

   エ 血清確認試験は、デンカ生研混合によるスクリーニング並びに個別血清による血清型別試

験を行うこと。 

（３） ノロウイルス 

  高感度検便検査（リアルタイム PCR法、RT-PCR法等） 

１０検査結果の報告等 

（１） 受託者は、検査方法について事前に委託者へ報告すること。 



（２） 検査結果の報告は以下のとおり行うこと。 

① 検査結果については、当該月分をまとめて、当該月業務終了後 7 日以内に、検査報告書をも

って委託者へ報告すること。あわせて、委託業務完了届を提出すること。 

② 検査の結果、陽性反応が生じた場合は、通常の検査結果報告に加え、委託者に対して電話回

線等の通信手段を利用した方法により 24時間以内に報告すること。 

③ 検査に関する記録は３年間保管すること。 

④ 検便実施者の個人情報等については、適切に取り扱うこと。 

１１その他 

（１） 受託者は、衛生検査所の登録がある事業者であり、熊本市内に営業所があること。 

（２） 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等

に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱（平成２０年告示第７３１号）第５条に規定す

る参加資格者名簿（⑥-7 その他検査業務）に登録されている者であること。 

（３） 業務開始前に実施期間の回収計画を委託者に提出すること。 

（４） 業務の実施に必要な資材（検査依頼書、採便管、採便管を入れる個人袋等）は、受託者側にお

いて準備し、適宜対象施設へ配布すること。また、採便管等については、緊急時の場合に備え

予備分も含め、不足することがないよう配布すること。 

（５） 委託者により、検体回収日の変更及び不足した資材の補充・配布等の指示があった場合につい

ては、委託者の指示に従うこと。 

（６） 委託者から精度管理等のために検査に関する記録の提出を求められた時は、速やかに応じるこ

と。 


